
　２　月　

日 曜日 午前（受付時間　午前８時30分～１１時） 午後（受付時間　午後１時～３時）

16 月 矢島町・家中新地・丸森・羽坂 田中町

17 火 城新 舘町・新道

18 水 小田・沖小田・小田住宅 新丁・七日町

19 木 水上・築舘 谷地沢・桃野・大谷地・石滝・濁川・熊之子沢

20 金

21 土

22 日

23 月

24 火 木在 小板戸

25 水 砂子沢 杉沢・沢内

26 木 川原小坂 田中

27 金 上新所 下新所

28 土

　３　月　

日 曜日 午前（受付時間　午前８時30分～１１時） 午後（受付時間　午後１時～３時）

1 日

2 月 須郷田 元町郷内・郷内団地・御嶽

3 火 新町 九日町

4 水 金ヶ沢・上原 成沢・田沢

5 木 荒沢 矢越・針ヶ岡

6 金 上坂之下 坂之下郷内・下坂之下

7 土

8 日

9 月 上新荘・中屋敷 長泥・中山

10 火 持子・上野・上野平 八ツ杉

11 水 山寺・下山寺・豊町 大川原・栄町

12 木

13 金

医療費について、あらかじめ計算し、同封されている「医療費控除の明細書」に
まとめたものをご持参ください。

あらかじめ計算されていない場合、申告相談の順番が後になることや
当日の申告相談の受付が出来ないことがありますのでご注意ください。

日割りに都合がつかない方

日割りに都合がつかない方

注意）今回から矢島地域での休日申告は行っておりません。本荘会場のみとなっておりますのでご注意ください

令和7年分　申告相談日程表　（矢島地域）
会場：矢島総合支所　第１会議室

 ※受付は午後３時までにお済ませくださいますようお願いいたします。

　収支計算がされていない時は、当日の申告相談の受付が出来ない場合があります。

日割りに都合がつかない方


